
１　会計年度任用職員とは

２　募集内容等

　この募集要領をよく読んで、インターネット又は廿日市市会計年度任用職員登録申込書において、申込みを
してください。

※　任用期間中の勤務実績に基づく能力の実証等により、翌年度に再度の任用を行う場合があります。

※　給与（報酬）及び期末勤勉手当は、給与改定等により支給額が増減する場合があります。

※　給与又は報酬等の金額は、令和８年１月１日現在の規定に基づき、計算しています。

令和８年度廿日市市会計年度任用職員募集要領
職名： 手話支援員

■受付期間　令和 8 年 3 月 3 日 （ 火 ) ～令和 8 年 3 月 27 日 （ 金 ）

■受付時間　 8 時 30 分～ 17 時 15 分 ※土曜日・日曜日・祝日は、受け付けておりません。

令和８年度に任用する会計年度任用職員（フルタイム又はパートタイム）を募集します。

　会計年度任用職員とは、地方公務員法が適用される一般職の地方公務員で、１会計年度内（４月
１日～３月３１日）で任用される非常勤職員です。

区　分 募集内容

募集職種 手話支援員

職務内容 手話・要約筆記等に関する業務及び障がいがある人の相談、助言、指導に関する業務に従事

申込資格
（職務に関する資格要件）

一定の手話技術を有し、手話及び口話による障がいがある人と意思疎通ができる人
（年齢・学歴は問いません。）

募集人数 1名

勤 務 地 山崎本社みんなのあいプラザ

任用期間 令和８年５月１日から令和９年３月３１日までの期間内（従事内容により異なる。）

週の勤務日数 週２日

週の勤務時間 週１５時間３０分

１日の勤務時間 ７時間４５分以内

給与又は報酬
（地域手当相当含む。）

日額11,251円　

期末勤勉手当 支給なし

通勤手当（費用弁償） 通勤距離が２ｋｍ以上の場合、市の規定に基づき支給

社会保険・災害補償 勤務時間等に応じ、厚生年金保険、健康保険、雇用保険等に加入、災害補償あり

休　　日
原則、土曜日・日曜日・祝日・年末年始
（シフト勤務により土曜日・日曜日に勤務し、平日が休日となる所属もあります。）

休　　暇
年次有給休暇：４日（週２日以上勤務で初年度の場合）、特別休暇（夏季休暇等）、
その他市の規定で定める休暇

条件付採用 １か月間（試用期間に相当するもので、再度の任用時も同様）

服　　務 地方公務員法の服務及び懲戒に関する各規定を適用

申込資格
（市職員としての要件）

次のいずれにも該当しない人
(1)　地方公務員法第１６条に定められている次のいずれにも該当しない人
　ア　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの人
　イ　廿日市市の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人
　ウ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
　　ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(2)　平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心身耗弱を原因とするも
　　の以外）



３　選考日程及び採用までの流れ

４　申込手続、受付期間等
■ 学歴は、中学校から最終学歴までを記入してください。

■　職歴は、会社のみでなく自営業やアルバイト等、学校卒業後の、直近５つまでの経歴を新しいものから順

に記入してください。
■ 資格・免許は、取得見込みのものを含めて記入してください。

■ 記載内容等について、問い合わせる場合がありますので、着信には応答してください。

■ 別紙「インターネットによる登録申込方法」をよく確認した上で申込してください。

■ 緊急連絡先には、現住所に連絡が取れない場合の居所及び連絡先（携帯電話等）を記入してください。

■ 受付期間終了の直前は、サーバが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込を行ってください。

■ 申込期間内に本登録まで完了できなかった場合は、登録されません。

■ 記入は黒のボールペン（消せるボールペンは使用不可）で、かい書でていねいに記入してください。

■ 申込書の所定の位置に写真（タテ４cm×ヨコ３cm）を剥がれないように糊で貼ってください
※写真（タテ４㎝×ヨコ３㎝）は、３か月以内に撮影した正面向き、脱帽、上半身のもの（眼鏡を使用している人は眼鏡

をかけた写真）を用意し、写真の裏面に募集職種・氏名を記入してください。カラー・白黒いずれでも構いません。

■ 年齢は、申込時の年齢ではなく令和７年４月１日時点での満年齢を記入してください。

■ 連絡先は、現住所に連絡が取れない場合の居所及び連絡先（携帯電話等）を記入してください。

■ 学歴について、中学校以外の修学区分は、該当するものを○で囲んでください。令和７年度に登録してい

る場合は、「□令和７年度と同様」にチェックをすることで省略できます。

■ 申込書表面下段の欠格条項に該当しないこと及び記載事項に誤りがないことを確認し、所定の欄に署名

（自筆）をしてください。

■ 記入不要の欄以外の欄にもれなく記入してください。

■ 申込書をホームページからダウンロードする場合は、必ず両面印刷をしてください。

■ 申込書は、折らずにそのままの状態で持参又は郵送してください。

■ 申込書（表裏）が記入されていない場合は、登録できません。

　郵送の場合は、角形２号（24cm×33.2cm）の封筒に「会計年度任用職員募集申込」と赤色で記入し、

〒 738-8512 廿日市市新宮一丁目１３番１号

廿日市市　 健康福祉部障害福祉課 　 まで、簡易書留で郵送してください。

　持参する場合は、受付時間内に上記所属に提出してください。

令和 年 月 日 （ 火 ） ～ 令和 年 月 日 （ 金 ）

■ 郵送の場合は、受付期間終了日（※当日消印有効）までのものに限り受け付けます。

申込み・問合せ

（土曜日、日曜日及び祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで）

廿日市市

〒

（0829）30－9152　（ダイヤルイン）

8 3 3 8 3 27

健康福祉部障害福祉課

738-8512 廿日市市新宮一丁目１３番１号（山崎本社みんなのあいプラザ３階）

電話

区　分 時　期 内　容

申込 ～３月末 申込書の提出を受付けます。

書類選考 ４月上旬～４月中旬
任用担当課が資格要件、志望動機、勤務経験、希望勤務
形態、希望所属など申込内容をもとに書類選考し、対象者
にのみ、個別に面接日時等をお知らせします。

面接試験・採用内定 ４月下旬
個人面接を実施し、採用が内定した申込者に、個別に書類
を送付します。
※この時点で採用が決定するわけではありません。

採用決定・勤務開始 令和８年５月１日～ 採用決定となり、辞令を交付します。

※　書類選考及び面接試験で不合格になった場合でも、１年間は登録名簿に掲載され、その間再度、選考等の上、採用さ
　れる場合があります。
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　申込書等に記載された個人情報については、採用に関する事務の目的で使用します。また、提出された書類は返却し
ません。

  会計年度任用職員への採用は、廿日市市職員（任期の定めのない職員）への採用に際して、受験することは可能です
が、いかなる優先権を与えるものではありません。

各
申
込
方
法
に
お
け
る
留
意
点

登
録
申
込
書

（
紙

）


